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29  雑がみの排出方法 (問29) 
上段:件数, 下段:% 

属性 

合計 ひもで括

って出す 
指定袋 
(紙袋)に入

れて出す 

指定袋 
(ポリ袋)に
入れて出

す 

指定袋で

はない紙

袋に入れ

て出す 

指定袋で

はないポ

リ袋に入

れて出す 

その他 無回答 

全体 
232 83 8 9 73 13 35 11

100.0 35.8 3.4 3.9 31.5 5.6 15.1 4.7

市
区
町
村
別 

市･区 
140 48 4 3 47 6 22 10

100.0 34.3 2.9 2.1 33.6 4.3 15.7 7.1

町 
75 27 3 6 24 5 9 1

100.0 36.0 4.0 8.0 32.0 6.7 12.0 1.3

村 
17 8 1 0 2 2 4 0

100.0 47.1 5.9 0.0 11.8 11.8 23.5 0.0

人
口
規
模
別 

70万人以上 
6 0 0 0 2 0 4 0

100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0

20万人以上 
19 5 1 0 7 0 2 4

100.0 26.3 5.3 0.0 36.8 0.0 10.5 21.1

10万人以上 
40 14 0 1 13 1 6 5

100.0 35.0 0.0 2.5 32.5 2.5 15.0 12.5

5万人以上 
44 17 2 0 16 2 7 0

100.0 38.6 4.5 0.0 36.4 4.5 15.9 0.0

1万人以上 
92 33 3 7 30 6 11 2

100.0 35.9 3.3 7.6 32.6 6.5 12.0 2.2

1万人未満 
31 14 2 1 5 4 5 0

100.0 45.2 6.5 3.2 16.1 12.9 16.1 0.0

地
域
別 

北海道 
17 3 1 1 3 4 3 2

100.0 17.6 5.9 5.9 17.6 23.5 17.6 11.8

東北 
38 17 1 5 9 1 5 0

100.0 44.7 2.6 13.2 23.7 2.6 13.2 0.0

関東 
80 21 5 0 26 6 18 4

100.0 26.3 6.3 0.0 32.5 7.5 22.5 5.0

中部 
55 22 0 0 22 1 6 4

100.0 40.0 0.0 0.0 40.0 1.8 10.9 7.3

近畿 
4 2 0 1 1 0 0 0

100.0 50.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

中国 
6 4 0 0 1 0 1 0

100.0 66.7 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0

四国 
8 3 0 0 5 0 0 0

100.0 37.5 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 0.0

九州 
21 8 1 2 6 1 2 1

100.0 38.1 4.8 9.5 28.6 4.8 9.5 4.8

沖縄 
3 3 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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30 雑がみの取引状況  (問30) 
上段:件数, 下段:% 

属性 合計 有償 無償 逆有償 無回答 

全体 232 145 37 17 33 
100.0 62.5 15.9 7.3 14.2 

市
区
町
村
別 

市･区 140 91 16 10 23 
100.0 65.0 11.4 7.1 16.4 

町 75 45 17 5 8 
100.0 60.0 22.7 6.7 10.7 

村 17 9 4 2 2 
100.0 52.9 23.5 11.8 11.8 

人
口
規
模
別 

70万人以上 6 2 1 0 3 
100.0 33.3 16.7 0.0 50.0 

20万人以上 19 11 2 2 4 
100.0 57.9 10.5 10.5 21.1 

10万人以上 40 29 5 2 4 
100.0 72.5 12.5 5.0 10.0 

5万人以上 44 28 6 4 6 
100.0 63.6 13.6 9.1 13.6 

1万人以上 92 57 16 7 12 
100.0 62.0 17.4 7.6 13.0 

1万人未満 31 18 7 2 4 
100.0 58.1 22.6 6.5 12.9 

地
域
別 

北海道 17 6 5 2 4 
100.0 35.3 29.4 11.8 23.5 

東北 38 32 3 1 2 
100.0 84.2 7.9 2.6 5.3 

関東 80 49 12 6 13 
100.0 61.3 15.0 7.5 16.3 

中部 55 30 10 7 8 
100.0 54.5 18.2 12.7 14.5 

近畿 4 2 0 0 2 
100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 

中国 6 5 1 0 0 
100.0 83.3 16.7 0.0 0.0 

四国 8 3 1 1 3 
100.0 37.5 12.5 12.5 37.5 

九州 21 15 5 0 1 
100.0 71.4 23.8 0.0 4.8 

沖縄 3 3 0 0 0 
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

 



 

144 
 

【単価】 
kg, 上段:件数, 下段:% 

属性 合計 -5円

以下 
-4円 -3円 -2円 -1円 0円 1円 2円 3円 4円 5-10

円未満
10円

以上

無回答

全体 162 2 1 2 0 1 3 8 10 13 11 52 49 10
100.0 1.2 0.6 1.2 0.0 0.6 1.9 4.9 6.2 8.0 6.8 32.1 30.2 6.2

市
区
町
村
別 

市･区 101 1 0 2 0 0 1 6 6 7 6 34 33 5
100.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 5.9 5.9 6.9 5.9 33.7 32.7 5.0

町 50 1 1 0 0 0 1 1 4 6 5 15 13 3
100.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 8.0 12.0 10.0 30.0 26.0 6.0

村 11 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 2
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 9.1 0.0 0.0 0.0 27.3 27.3 18.2

人
口
規
模
別 

70万人以上 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

20万人以上 13 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 5 2 0
100.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7 23.1 0.0 7.7 0.0 38.5 15.4 0.0

10万人以上 31 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 14 8 0
100.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 6.5 9.7 45.2 25.8 0.0

5万人以上 32 1 0 0 0 0 0 3 1 1 3 12 11 0
100.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 3.1 3.1 9.4 37.5 34.4 0.0

1万人以上 64 1 1 0 0 0 1 1 5 7 4 16 21 7
100.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 7.8 10.9 6.3 25.0 32.8 10.9

1万人未満 20 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 5 5 3
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 5.0 25.0 25.0 15.0

地
域
別 

北海道 8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2
100.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 25.0 25.0

東北 33 0 0 0 0 0 0 2 3 6 4 10 5 3
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 9.1 18.2 12.1 30.3 15.2 9.1

関東 55 0 0 2 0 0 2 3 3 0 2 21 21 1
100.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 3.6 5.5 5.5 0.0 3.6 38.2 38.2 1.8

中部 37 1 1 0 0 0 0 1 1 4 3 16 9 1
100.0 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 10.8 8.1 43.2 24.3 2.7

近畿 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中国 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 40.0 0.0

四国 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

九州 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 7 2
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 0.0 26.7 46.7 13.3

沖縄 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
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31 紙ごみの焼却施設への搬入規制  (問31) 
上段:件数, 下段:% 

属性 

合計 有料で受

け入れて

いる 

紙は一切

受け入れ

ない 

再資源化

できる紙

は受け入

れていな

い 

一部（機

密書類な

ど）のみ

を有料で

受け入れ

ている 

紙は料金

を高くし

て、受け

入れてい

る 

とくに何

もしてい

ない 

その他 無回答 

全体 1,350 526 66 158 43 2 399 105 51
100.0 39.0 4.9 11.7 3.2 0.1 29.6 7.8 3.8

市
区
町
村
別 

市･区 648 291 38 97 31 2 108 64 17
100.0 44.9 5.9 15.0 4.8 0.3 16.7 9.9 2.6

町 592 210 21 56 12 0 231 33 29
100.0 35.5 3.5 9.5 2.0 0.0 39.0 5.6 4.9

村 110 25 7 5 0 0 60 8 5
100.0 22.7 6.4 4.5 0.0 0.0 54.5 7.3 4.5

人
口
規
模
別 

70万人以上 20 4 0 7 1 0 3 5 0
100.0 20.0 0.0 35.0 5.0 0.0 15.0 25.0 0.0

20万人以上 94 30 7 22 5 0 13 14 3
100.0 31.9 7.4 23.4 5.3 0.0 13.8 14.9 3.2

10万人以上 136 60 5 29 11 0 12 17 2
100.0 44.1 3.7 21.3 8.1 0.0 8.8 12.5 1.5

5万人以上 208 97 12 24 7 1 45 18 4
100.0 46.6 5.8 11.5 3.4 0.5 21.6 8.7 1.9

1万人以上 574 253 28 58 16 1 164 29 25
100.0 44.1 4.9 10.1 2.8 0.2 28.6 5.1 4.4

1万人未満 318 82 14 18 3 0 162 22 17
100.0 25.8 4.4 5.7 0.9 0.0 50.9 6.9 5.3

地
域
別 

北海道 138 48 5 9 2 0 54 17 3
100.0 34.8 3.6 6.5 1.4 0.0 39.1 12.3 2.2

東北 179 72 5 18 2 0 59 12 11
100.0 40.2 2.8 10.1 1.1 0.0 33.0 6.7 6.1

関東 294 125 12 33 15 1 63 29 16
100.0 42.5 4.1 11.2 5.1 0.3 21.4 9.9 5.4

中部 246 77 26 41 12 0 65 16 9
100.0 31.3 10.6 16.7 4.9 0.0 26.4 6.5 3.7

近畿 153 69 1 20 2 1 47 9 4
100.0 45.1 0.7 13.1 1.3 0.7 30.7 5.9 2.6

中国 77 32 3 8 6 0 22 5 1
100.0 41.6 3.9 10.4 7.8 0.0 28.6 6.5 1.3

四国 58 16 7 10 1 0 16 7 1
100.0 27.6 12.1 17.2 1.7 0.0 27.6 12.1 1.7

九州 182 83 7 17 1 0 60 9 5
100.0 45.6 3.8 9.3 0.5 0.0 33.0 4.9 2.7

沖縄 23 4 0 2 2 0 13 1 1
100.0 17.4 0.0 8.7 8.7 0.0 56.5 4.3 4.3
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32 ごみ減量計画等の提出  (問32) 
上段:件数, 下段:% 

属性 

合計 ごみ減量

計画等の

提出を義

務づけて

いる  

計画等の

作成の要

請はして

いるが、義

務づけて

はいない 

とくに何

もしてい

ない 

その他 無回答 

全体 1,350 202 53 1,027 36 32 
100.0 15.0 3.9 76.1 2.7 2.4 

市
区
町
村
別 

市･区 648 185 40 386 25 12 
100.0 28.5 6.2 59.6 3.9 1.9 

町 592 15 11 541 8 17 
100.0 2.5 1.9 91.4 1.4 2.9 

村 110 2 2 100 3 3 
100.0 1.8 1.8 90.9 2.7 2.7 

人
口
規
模
別 

70万人以上 20 18 0 2 0 0 
100.0 90.0 0.0 10.0 0.0 0.0 

20万人以上 94 63 5 20 4 2 
100.0 67.0 5.3 21.3 4.3 2.1 

10万人以上 136 54 10 65 3 4 
100.0 39.7 7.4 47.8 2.2 2.9 

5万人以上 208 36 15 143 10 4 
100.0 17.3 7.2 68.8 4.8 1.9 

1万人以上 574 30 19 497 15 13 
100.0 5.2 3.3 86.6 2.6 2.3 

1万人未満 318 1 4 300 4 9 
100.0 0.3 1.3 94.3 1.3 2.8 

地
域
別 

北海道 138 4 4 124 4 2 
100.0 2.9 2.9 89.9 2.9 1.4 

東北 179 10 6 153 3 7 
100.0 5.6 3.4 85.5 1.7 3.9 

関東 294 100 13 166 7 8 
100.0 34.0 4.4 56.5 2.4 2.7 

中部 246 24 13 198 6 5 
100.0 9.8 5.3 80.5 2.4 2.0 

近畿 153 32 9 103 5 4 
100.0 20.9 5.9 67.3 3.3 2.6 

中国 77 8 3 63 1 2 
100.0 10.4 3.9 81.8 1.3 2.6 

四国 58 3 0 50 3 2 
100.0 5.2 0.0 86.2 5.2 3.4 

九州 182 19 5 150 7 1 
100.0 10.4 2.7 82.4 3.8 0.5 

沖縄 23 2 0 20 0 1 
100.0 8.7 0.0 87.0 0.0 4.3 
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33 多量排出事業者等の基準  (問33) 
上段:件数, 下段:% 

属性 合計 延べ床面積 事業系ごみ

の排出量 
その他 無回答 

全体 255 118 100 29 8 
100.0 46.3 39.2 11.4 3.1 

市
区
町
村
別 

市･区 225 112 80 28 5 
100.0 49.8 35.6 12.4 2.2 

町 26 5 17 1 3 
100.0 19.2 65.4 3.8 11.5 

村 4 1 3 0 0 
100.0 25.0 75.0 0.0 0.0 

人
口
規
模
別 

70万人以上 18 12 3 3 0 
100.0 66.7 16.7 16.7 0.0 

20万人以上 68 43 13 9 3 
100.0 63.2 19.1 13.2 4.4 

10万人以上 64 35 24 5 0 
100.0 54.7 37.5 7.8 0.0 

5万人以上 51 16 25 9 1 
100.0 31.4 49.0 17.6 2.0 

1万人以上 49 12 30 3 4 
100.0 24.5 61.2 6.1 8.2 

1万人未満 5 0 5 0 0 
100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

地
域
別 

北海道 8 2 4 1 1 
100.0 25.0 50.0 12.5 12.5 

東北 16 6 6 3 1 
100.0 37.5 37.5 18.8 6.3 

関東 113 66 37 7 3 
100.0 58.4 32.7 6.2 2.7 

中部 37 14 14 7 2 
100.0 37.8 37.8 18.9 5.4 

近畿 41 11 25 4 1 
100.0 26.8 61.0 9.8 2.4 

中国 11 6 4 1 0 
100.0 54.5 36.4 9.1 0.0 

四国 3 2 1 0 0 
100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 

九州 24 10 8 6 0 
100.0 41.7 33.3 25.0 0.0 

沖縄 2 1 1 0 0 
100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 
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34 オフィス系古紙の回収・資源化ルート (問34) 
上段:件数, 下段:% 

属性 

合計 事業所が

中心とな

って回収

する仕組

み（オフィ

ス町内会

など）があ

る 

古紙回収

業者の組

合等が共

同して回

収する仕

組みがあ

る 

特定の回

収業者が

回収して

いる 

とくにな

い 
その他 無回答 

全体 1,350 45 34 227 963 81 33
100.0 3.3 2.5 16.8 71.3 6.0 2.4

市
区
町
村
別 

市･区 648 39 32 130 403 58 9
100.0 6.0 4.9 20.1 62.2 9.0 1.4

町 592 5 2 89 465 21 19
100.0 0.8 0.3 15.0 78.5 3.5 3.2

村 110 1 0 8 95 2 5
100.0 0.9 0.0 7.3 86.4 1.8 4.5

人
口
規
模
別 

70万人以上 20 7 4 4 6 5 0
100.0 35.0 20.0 20.0 30.0 25.0 0.0

20万人以上 94 15 17 19 43 7 1
100.0 16.0 18.1 20.2 45.7 7.4 1.1

10万人以上 136 8 5 29 78 17 2
100.0 5.9 3.7 21.3 57.4 12.5 1.5

5万人以上 208 5 4 36 144 19 3
100.0 2.4 1.9 17.3 69.2 9.1 1.4

1万人以上 574 9 4 105 425 23 18
100.0 1.6 0.7 18.3 74.0 4.0 3.1

1万人未満 318 1 0 34 267 10 9
100.0 0.3 0.0 10.7 84.0 3.1 2.8

地
域
別 

北海道 138 2 2 29 95 9 4
100.0 1.4 1.4 21.0 68.8 6.5 2.9

東北 179 7 3 28 127 10 7
100.0 3.9 1.7 15.6 70.9 5.6 3.9

関東 294 20 19 38 197 21 10
100.0 6.8 6.5 12.9 67.0 7.1 3.4

中部 246 5 1 49 186 5 4
100.0 2.0 0.4 19.9 75.6 2.0 1.6

近畿 153 3 5 19 115 12 2
100.0 2.0 3.3 12.4 75.2 7.8 1.3

中国 77 3 1 17 53 7 1
100.0 3.9 1.3 22.1 68.8 9.1 1.3

四国 58 1 0 12 42 3 2
100.0 1.7 0.0 20.7 72.4 5.2 3.4

九州 182 4 3 31 129 14 3
100.0 2.2 1.6 17.0 70.9 7.7 1.6

沖縄 23 0 0 4 19 0 0
100.0 0.0 0.0 17.4 82.6 0.0 0.0
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35 シュレッダーした紙の回収・資源化ルート  (問35) 
上段:件数, 下段:% 

属性 

合計 事業所が

中心とな

って回収

する仕組

み（オフィ

ス町内会

など）があ

る 

古紙回収

業者の組

合等が共

同して回

収する仕

組みがあ

る 

特定の回

収業者が

回収サー

ビスを提

供してい

る 

特にない その他 無回答 

全体 1,350 22 23 144 1074 61 42
100.0 1.6 1.7 10.7 79.6 4.5 3.1

市
区
町
村
別 

市･区 648 19 20 92 473 44 12
100.0 2.9 3.1 14.2 73.0 6.8 1.9

町 592 2 3 49 501 14 27
100.0 0.3 0.5 8.3 84.6 2.4 4.6

村 110 1 0 3 100 3 3
100.0 0.9 0.0 2.7 90.9 2.7 2.7

人
口
規
模
別 

70万人以上 20 4 2 6 7 2 1
100.0 20.0 10.0 30.0 35.0 10.0 5.0

20万人以上 94 8 9 16 56 8 1
100.0 8.5 9.6 17.0 59.6 8.5 1.1

10万人以上 136 1 4 18 100 12 2
100.0 0.7 2.9 13.2 73.5 8.8 1.5

5万人以上 208 4 3 26 159 15 4
100.0 1.9 1.4 12.5 76.4 7.2 1.9

1万人以上 574 4 5 63 471 15 21
100.0 0.7 0.9 11.0 82.1 2.6 3.7

1万人未満 318 1 0 15 281 9 13
100.0 0.3 0.0 4.7 88.4 2.8 4.1

地
域
別 

北海道 138 2 1 18 110 4 5
100.0 1.4 0.7 13.0 79.7 2.9 3.6

東北 179 3 4 13 146 8 7
100.0 1.7 2.2 7.3 81.6 4.5 3.9

関東 294 7 12 26 229 19 7
100.0 2.4 4.1 8.8 77.9 6.5 2.4

中部 246 3 1 32 201 5 6
100.0 1.2 0.4 13.0 81.7 2.0 2.4

近畿 153 2 3 15 122 10 3
100.0 1.3 2.0 9.8 79.7 6.5 2.0

中国 77 0 1 10 60 2 4
100.0 0.0 1.3 13.0 77.9 2.6 5.2

四国 58 1 0 9 43 2 4
100.0 1.7 0.0 15.5 74.1 3.4 6.9

九州 182 3 1 21 141 11 6
100.0 1.6 0.5 11.5 77.5 6.0 3.3

沖縄 23 1 0 0 22 0 0
100.0 4.3 0.0 0.0 95.7 0.0 0.0
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36 家庭ごみの有料制 (問36) 
上段:件数, 下段:% 

属性 合計 導入して

いる 
導入して

いない 
無回答 

全体 1,350 842 488 20
100.0 62.4 36.1 1.5

市
区
町
村
別 

市･区 648 376 264 8
100.0 58.0 40.7 1.2

町 592 401 183 8
100.0 67.7 30.9 1.4

村 110 65 41 4
100.0 59.1 37.3 3.6

人
口
規
模
別 

70万人以上 20 11 8 1
100.0 55.0 40.0 5.0

20万人以上 94 40 53 1
100.0 42.6 56.4 1.1

10万人以上 136 68 67 1
100.0 50.0 49.3 0.7

5万人以上 208 120 85 3
100.0 57.7 40.9 1.4

1万人以上 574 377 189 8
100.0 65.7 32.9 1.4

1万人未満 318 226 86 6
100.0 71.1 27.0 1.9

地
域
別 

北海道 138 122 15 1
100.0 88.4 10.9 0.7

東北 179 65 109 5
100.0 36.3 60.9 2.8

関東 294 152 135 7
100.0 51.7 45.9 2.4

中部 246 147 98 1
100.0 59.8 39.8 0.4

近畿 153 97 54 2
100.0 63.4 35.3 1.3

中国 77 58 19 0
100.0 75.3 24.7 0.0

四国 58 47 11 0
100.0 81.0 19.0 0.0

九州 182 138 41 3
100.0 75.8 22.5 1.6

沖縄 23 16 6 1
100.0 69.6 26.1 4.3
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37 料金の徴収方法 (問37) 
上段:件数, 下段:% 

属性 合計 ごみ袋を販

売している

重量で徴収

している 
容積で徴収

している 
その他 無回答 

全体 842 714 194 29 127 9
100.0 84.8 23.0 3.4 15.1 1.1

市
区
町
村
別 

市･区 376 295 83 13 86 4
100.0 78.5 22.1 3.5 22.9 1.1

町 401 361 102 13 35 3
100.0 90.0 25.4 3.2 8.7 0.7

村 65 58 9 3 6 2
100.0 89.2 13.8 4.6 9.2 3.1

人
口
規
模
別 

70万人以上 11 4 2 0 7 0
100.0 36.4 18.2 0.0 63.6 0.0

20万人以上 40 16 15 4 20 1
100.0 40.0 37.5 10.0 50.0 2.5

10万人以上 68 43 11 3 25 0
100.0 63.2 16.2 4.4 36.8 0.0

5万人以上 120 104 25 4 21 2
100.0 86.7 20.8 3.3 17.5 1.7

1万人以上 377 347 86 14 34 3
100.0 92.0 22.8 3.7 9.0 0.8

1万人未満 226 200 55 4 20 3
100.0 88.5 24.3 1.8 8.8 1.3

地
域
別 

北海道 122 104 36 5 17 1
100.0 85.2 29.5 4.1 13.9 0.8

東北 65 60 11 2 4 0
100.0 92.3 16.9 3.1 6.2 0.0

関東 152 106 40 2 40 3
100.0 69.7 26.3 1.3 26.3 2.0

中部 147 120 30 5 23 3
100.0 81.6 20.4 3.4 15.6 2.0

近畿 97 79 25 9 16 1
100.0 81.4 25.8 9.3 16.5 1.0

中国 58 51 12 1 8 0
100.0 87.9 20.7 1.7 13.8 0.0

四国 47 47 4 2 2 0
100.0 100.0 8.5 4.3 4.3 0.0

九州 138 132 31 3 14 0
100.0 95.7 22.5 2.2 10.1 0.0

沖縄 16 15 5 0 3 1
100.0 93.8 31.3 0.0 18.8 6.3
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38 有料の対象品目 (問38) 
上段:件数, 下段:% 

属性 合計 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他 無回答 

全体 842 747 604 296 602 98 9
100.0 88.7 71.7 35.2 71.5 11.6 1.1

市
区
町
村
別 

市･区 376 312 247 98 270 45 3
100.0 83.0 65.7 26.1 71.8 12.0 0.8

町 401 374 307 172 288 49 4
100.0 93.3 76.6 42.9 71.8 12.2 1.0

村 65 61 50 26 44 4 2
100.0 93.8 76.9 40.0 67.7 6.2 3.1

人
口
規
模
別 

70万人以上 11 4 3 3 11 0 0
100.0 36.4 27.3 27.3 100.0 0.0 0.0

20万人以上 40 20 19 4 37 5 0
100.0 50.0 47.5 10.0 92.5 12.5 0.0

10万人以上 68 51 41 7 51 12 1
100.0 75.0 60.3 10.3 75.0 17.6 1.5

5万人以上 120 108 80 35 80 15 1
100.0 90.0 66.7 29.2 66.7 12.5 0.8

1万人以上 377 353 279 142 262 37 3
100.0 93.6 74.0 37.7 69.5 9.8 0.8

1万人未満 226 211 182 105 161 29 4
100.0 93.4 80.5 46.5 71.2 12.8 1.8

地
域
別 

北海道 122 109 106 34 106 27 1
100.0 89.3 86.9 27.9 86.9 22.1 0.8

東北 65 58 55 34 52 5 1
100.0 89.2 84.6 52.3 80.0 7.7 1.5

関東 152 115 88 28 113 15 2
100.0 75.7 57.9 18.4 74.3 9.9 1.3

中部 147 131 93 44 87 14 1
100.0 89.1 63.3 29.9 59.2 9.5 0.7

近畿 97 85 65 34 70 13 1
100.0 87.6 67.0 35.1 72.2 13.4 1.0

中国 58 53 40 19 38 8 1
100.0 91.4 69.0 32.8 65.5 13.8 1.7

四国 47 47 29 17 28 1 0
100.0 100.0 61.7 36.2 59.6 2.1 0.0

九州 138 133 113 80 93 13 2
100.0 96.4 81.9 58.0 67.4 9.4 1.4

沖縄 16 16 15 6 15 2 0
100.0 100.0 93.8 37.5 93.8 12.5 0.0
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39 有料制の導入予定 (問39) 
上段:件数, 下段:% 

属性 

合計 導入の予

定がある 
導入する

かどうか

を検討中

である 

導入の予

定はない 
その他 無回答 

全体 488 42 170 248 21 7 
100.0 8.6 34.8 50.8 4.3 1.4 

市
区
町
村
別 

市･区 264 23 103 123 13 2 
100.0 8.7 39.0 46.6 4.9 0.8 

町 183 17 58 96 7 5 
100.0 9.3 31.7 52.5 3.8 2.7 

村 41 2 9 29 1 0 
100.0 4.9 22.0 70.7 2.4 0.0 

人
口
規
模
別 

70万人以上 8 2 1 5 0 0 
100.0 25.0 12.5 62.5 0.0 0.0 

20万人以上 53 2 18 28 5 0 
100.0 3.8 34.0 52.8 9.4 0.0 

10万人以上 67 5 30 27 4 1 
100.0 7.5 44.8 40.3 6.0 1.5 

5万人以上 85 6 37 38 3 1 
100.0 7.1 43.5 44.7 3.5 1.2 

1万人以上 189 22 63 96 6 2 
100.0 11.6 33.3 50.8 3.2 1.1 

1万人未満 86 5 21 54 3 3 
100.0 5.8 24.4 62.8 3.5 3.5 

地
域
別 

北海道 15 3 8 4 0 0 
100.0 20.0 53.3 26.7 0.0 0.0 

東北 109 8 38 57 4 2 
100.0 7.3 34.9 52.3 3.7 1.8 

関東 135 12 47 69 6 1 
100.0 8.9 34.8 51.1 4.4 0.7 

中部 98 9 24 58 5 2 
100.0 9.2 24.5 59.2 5.1 2.0 

近畿 54 3 24 24 2 1 
100.0 5.6 44.4 44.4 3.7 1.9 

中国 19 1 8 8 2 0 
100.0 5.3 42.1 42.1 10.5 0.0 

四国 11 1 6 4 0 0 
100.0 9.1 54.5 36.4 0.0 0.0 

九州 41 5 11 23 1 1 
100.0 12.2 26.8 56.1 2.4 2.4 

沖縄 6 0 4 1 1 0 
100.0 0.0 66.7 16.7 16.7 0.0 
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40  (財)古紙再生促進センターの情報提供 (問40) 
上段:件数, 下段:% 

属性 
合計 非常に参

考になる 
参考にな

る 
どちらと

も言えな

い  

あまり参

考になら

ない 

参考にな

らない 
無回答 

全体 1,350 152 830 291 26 6 45
100.0 11.3 61.5 21.6 1.9 0.4 3.3

市
区
町
村
別 

市･区 648 96 425 98 8 2 19
100.0 14.8 65.6 15.1 1.2 0.3 2.9

町 592 42 352 160 14 2 22
100.0 7.1 59.5 27.0 2.4 0.3 3.7

村 110 14 53 33 4 2 4
100.0 12.7 48.2 30.0 3.6 1.8 3.6

人
口
規
模
別 

70万人以上 20 6 13 1 0 0 0
100.0 30.0 65.0 5.0 0.0 0.0 0.0

20万人以上 94 28 57 5 1 0 3
100.0 29.8 60.6 5.3 1.1 0.0 3.2

10万人以上 136 18 94 20 1 0 3
100.0 13.2 69.1 14.7 0.7 0.0 2.2

5万人以上 208 23 136 39 2 1 7
100.0 11.1 65.4 18.8 1.0 0.5 3.4

1万人以上 574 49 352 140 14 1 18
100.0 8.5 61.3 24.4 2.4 0.2 3.1

1万人未満 318 28 178 86 8 4 14
100.0 8.8 56.0 27.0 2.5 1.3 4.4

地
域
別 

北海道 138 12 81 36 2 1 6
100.0 8.7 58.7 26.1 1.4 0.7 4.3

東北 179 19 109 41 5 1 4
100.0 10.6 60.9 22.9 2.8 0.6 2.2

関東 294 35 193 53 5 0 8
100.0 11.9 65.6 18.0 1.7 0.0 2.7

中部 246 30 147 57 5 0 7
100.0 12.2 59.8 23.2 2.0 0.0 2.8

近畿 153 25 89 31 2 2 4
100.0 16.3 58.2 20.3 1.3 1.3 2.6

中国 77 8 47 18 1 0 3
100.0 10.4 61.0 23.4 1.3 0.0 3.9

四国 58 3 41 12 0 0 2
100.0 5.2 70.7 20.7 0.0 0.0 3.4

九州 182 17 110 37 6 2 10
100.0 9.3 60.4 20.3 3.3 1.1 5.5

沖縄 23 3 13 6 0 0 1
100.0 13.0 56.5 26.1 0.0 0.0 4.3

 
 
 



(都道府県) 
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平成 20 年度 

地方公共団体古紙関連施策等実態調査 調査票 
 

 平成20 年11 月 

 財団法人 古紙再生促進センター 

1 調査の目的 

本調査は、地方自治体の紙リサイクル施策に関する状況を、継続的に把握することを目的としています。 

 

2 調査の内容 

 調査の内容は、次のとおりです。 

Ⅰ 庁舎内の古紙回収について 

Ⅱ 古紙利用紙製品の使用について 

Ⅲ 古紙回収や資源化の情報提供について 

 

3 調査の対象 

調査の対象は、47 都道府県です。 

 

4 回答方式 

回答は、各設問の説明にしたがって、調査票に直接書き込むか、または同封の回答用紙に記入の上、郵送でご返送く

ださい。下記URL より回答用紙のダウンロードも可能です（メールまたはファックスで返信する場合は、下記のアド

レスまたはファックス番号にお願いします）。 

 

アンケート回答用紙ダウンロード先  http://www.globalplanning.jp/survey.html 

e-mail アドレス chousa@globalplanning.jp 

FAX 03-3460-2039 

 

5 お問い合わせ 

財団法人 古紙再生促進センター 担当：広瀬 

電話：03-3537-6822(代)    FAX：03-3537-6823 

 

6 返送先 

(有)グローバルプランニング  地方公共団体古紙関連施策等実態調査係 

〒151-0066 東京都渋谷区西原1 丁目35 番6 号 304 

電話: 03-3460-2038 FAX: 03-3460-2039 

 

7 提出期限                     

この調査票は、平成20 年12 月5 日（金）までにご送付願います 

（同封の返信用封筒（切手不要）またはメール、FAX 返信 をご利用下さい）。 

 
ご協力頂いた自治体には、本調査結果をまとめた報告書をご送付いたしますので、お手数ですが、以下の欄にご記入下さい。

また、リサイクル（環境等）担当の部署が、ご回答者の所属する部署と異なる場合には、その部署名をご記入下さい。 

都道府県名  

ご住所 
〒  

ご回答者の所属  リサイクル担当部署  

ご連絡先 TEL: (       )         - FAX: (         )           - 
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Ⅰ 庁舎内の古紙回収について 

 

※ 問1～4 は、庁舎内で古紙の分別回収を行っている自治体にお伺いします。 

 

問1  貴自治体では、庁舎内で発生する「オフィスペーパー」（オフィスで不要となったコピー用紙、チラシ、名刺、

封筒、包装紙、紙袋、紙箱など）をどのように取り扱っていますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○

はひとつ） 
 

1  コピー用紙とその他の紙類（オフィスペーパー）に分別排出している 

2  コピー用紙とその他の紙類を一括りにして排出している 

3  雑誌(または段ボール)の中に含めて排出している 

4  コピー用紙を分別し、その他の紙類は可燃ごみとして排出している 

5  コピー用紙とその他の紙類について分別排出せずに、可燃ごみとして排出している 

6  その他（具体的に:                                            )  

 
問2 庁舎内で収集されたオフィスペーパーの再資源化等のルートはどのようになっていますか。次の中から該当する

番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 
 

1 製紙原料向けのルートによる再資源化  

2 製紙原料向け以外の再資源化ルート(具体的に:                            ) 

3 わからない 
 

問3 貴自治体では、庁舎内で発生する機密書類の処理方法について、処理規程を設けていますか。次の中から該当す

る番号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 
1  文書管理規程の中で、機密文書の処理方法を規定している 

2  機密文書の処理規程を設けている 

3  機密文書の処理規程は設けていないが、全庁的に統一した処理方法を採用している 

4  機密文書の処理方法は、各部署の判断にまかせている 

5  その他(具体的に:                                         ) 

 

問4 貴自治体では、機密文書を主としてどのように処理されていますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。

（○はひとつ） 
 

1  機密書類を焼却処理している 

2  機密書類を処理（シュレッダー処理等）して、再資源化ルートに排出している 

3  機密文書を移動式シュレッダー(裁断機搭載車)で処理して、再資源化ルートに排出している 

4  機密書類をそのまま（専用の箱詰め等を含む）製紙工場に搬入している 

5  機密文書を機密文書専門処理会社に搬入し裁断処理して、再資源化している 

6  その他（具体的に:                                        ） 

 
 
 
 

問2 へ

問3 へ
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Ⅱ 古紙利用紙製品の使用について 

 
問5 環境物品調達推進法（グリーン購入法）に基づき、地方公共団体に対しても、毎年度環境物品等の調達方針を作

成し、グリーン購入を推進するよう努めることが求められています。貴自治体では、グリーン購入についてどのよう

に対応していますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 

1  購入基準やガイドラインを作成している 

2  購入方針を作成して推進する予定である 

3  購入方針を作成するかどうかは、現時点では未定である 

4  購入方針を作成する予定はない 

5  その他(具体的に:                                             ) 

 

問6  現在、紙・紙製品についてグリーン購入を行っておられる場合に何か課題がありますか。次の中から該当する番

号を選んで下さい。（○はいくつでも） 

 

1  価格が高い 2  組織としてのグリーン購入に対する意識が低い 

3  各部署ごとの物品調達のため徹底が難しい 4  グリーン購入の対象となる製品の基準が明確でない 

5  品揃いが十分でなく購入が面倒である 6  古紙利用紙製品の情報が少ない 

7  各部署で要求している規格に合わない 8  品質が落ちる 

9  購入方法が煩雑で難しい 10 とくに課題はない 

11 その他（具体的に:                               ） 

 

Ⅲ 古紙回収や資源化の情報提供について 

 

問7  財団法人古紙再生促進センターでは、古紙回収や紙資源の循環を促進するため、ホームページを通じての情報提

供、小冊子やポスターの作成・配布、セミナーや展示会の開催、古紙回収団体への感謝状の交付など広報活動を行っ

ています。こうしたセンターの活動を通じての情報提供は、貴自治体の古紙回収や資源化の推進の参考になりますか。

次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 
1  非常に参考になる 2  参考になる   3  どちらとも言えない  

4  あまり参考にならない 5  参考にならない 

 
問8  財団法人古紙再生促進センターに対しご意見・ご要望がありましたら、以下に記述して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 

 

設問は以上です。お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 

問6 へ

問7 へ 



(市区町村) 
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平成 20 年度 

地方公共団体古紙関連施策等実態調査 調査票 
 

 平成20 年11 月 

 財団法人 古紙再生促進センター 

1 調査の目的 

本調査は、地方自治体の紙リサイクル施策に関する状況を、継続的に把握することを目的としています。 

 

2 調査の内容 

 調査の内容は、次の通りです。 

Ⅰ 古紙回収・古紙利用紙製品について 

Ⅱ 家庭･事業所向け施策について 

Ⅲ 古紙回収や資源化の情報提供について 

 

3 調査の対象 

調査の対象は、東京23 区並びに市町村の合計1,805 自治体です。 

 

4 回答方式 

回答は、各設問の説明にしたがって、調査票に直接書き込むか、または同封の回答用紙に記入の上、郵送でご返送く

ださい。下記URL より回答用紙のダウンロードも可能です（メールまたはファックスで返信する場合は、下記のアド

レスまたはファックス番号にお願いします）。 

アンケート回答用紙ダウンロード先  http://www.globalplanning.jp/survey.html 

e-mail アドレス chousa@globalplanning.jp 

FAX 03-3460-2039 

 

5 お問い合わせ 

財団法人 古紙再生促進センター 担当：広瀬 

電話：03-3537-6822(代)    FAX：03-3537-6823 

 

6 返送先 

(有)グローバルプランニング  地方公共団体古紙関連施策等実態調査係 

〒151-0066 東京都渋谷区西原1 丁目35 番6 号 304 

電話: 03-3460-2038 FAX: 03-3460-2039 

 

7 提出期限                     

この調査票は、平成20 年12 月5 日（金）までにご送付願います 

（同封の返信用封筒（切手不要）またはメール、FAX 返信 をご利用下さい）。 

 
ご協力頂いた自治体には、本調査結果をまとめた報告書をご送付いたしますので、お手数ですが、以下の欄にご記入下さい。

また、リサイクル（環境等）担当の部署が、ご回答者の所属する部署と異なる場合には、その部署名をご記入下さい。 

貴自治体名  

 人口規模 

(○をひとつ) 

1  70 万人以上   2  20 万人以上   3  10 万人以上   4  5 万人以上 

5   1 万人以上  6   1 万人未満     (平成20 年10 月現在) 

ご住所 
〒  

ご回答者の所属  リサイクル担当部署  

ご連絡先 TEL: (       )         - FAX: (         )           - 
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Ⅰ  古紙回収・古紙利用紙製品について 

Ⅰ－１ 庁舎内の古紙回収について 

 

※ 問1～4 は、庁舎内で古紙の分別回収を行っている自治体にお伺いします。 

 

問1  貴自治体では、庁舎内で発生する「オフィスペーパー」（オフィスで不要となったコピー用紙、チラシ、名刺、

封筒、包装紙、紙袋、紙箱など）をどのように取り扱っていますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○

はひとつ） 
 

1  コピー用紙とその他の紙類（オフィスペーパー）に分別排出している 

2  コピー用紙とその他の紙類を一括りにして排出している 

3  雑誌(または段ボール)の中に含めて排出している 

4  コピー用紙を分別し、その他の紙類は可燃ごみとして排出している 

5  コピー用紙とその他の紙類について分別排出せずに、可燃ごみとして排出している 

6  その他（具体的に:                                            )  

 
問2 庁舎内で収集されたオフィスペーパーの再資源化等のルートはどのようになっていますか。次の中から該当する

番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 
 

1 製紙原料向けのルートによる再資源化  

2 製紙原料向け以外の再資源化ルート(具体的に:                            ) 

3 わからない 
 
問3 貴自治体では、庁舎内で発生する機密書類の処理方法について、処理規程を設けていますか。次の中から該当す

る番号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 

1  文書管理規程の中で、機密文書の処理方法を規定している 

2  機密文書の処理規程を設けている 

3  機密文書の処理規程は設けていないが、全庁的に統一した処理方法を採用している 

4  機密文書の処理方法は、各部署の判断にまかせている 

5  その他(具体的に:                                         ) 

 

問4 貴自治体では、機密文書を主としてどのように処理されていますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。

（○はひとつ） 
 

1  機密書類を焼却処理している 

2  機密書類を処理（シュレッダー処理等）して、再資源化ルートに排出している 

3  機密文書を移動式シュレッダー(裁断機搭載車)で処理して、再資源化ルートに排出している 

4  機密書類をそのまま（専用の箱詰め等を含む）製紙工場に搬入している 

5  機密文書を機密文書専門処理会社に搬入し裁断処理して、再資源化している 

6  その他（具体的に:                                        ） 

 

 

問2 へ

問3 へ
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Ⅰ－２  古紙利用紙製品の使用について 

 
問5 環境物品調達推進法（グリーン購入法）に基づき、地方公共団体に対しても、毎年度環境物品等の調達方針を作

成し、グリーン購入を推進するよう努めることが求められています。貴自治体では、グリーン購入についてどのよう

に対応していますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 

1  購入基準やガイドラインを作成している 

2  購入方針を作成して推進する予定である 

3  購入方針を作成するかどうかは、現時点では未定である 

4  購入方針を作成する予定はない 

5  その他(具体的に:                                             ) 

 

問6  現在、紙・紙製品についてグリーン購入を行っておられる場合に何か課題がありますか。次の中から該当する番

号を選んで下さい。（○はいくつでも） 

 

1  価格が高い 2  組織としてのグリーン購入に対する意識が低い 

3  各部署ごとの物品調達のため徹底が難しい 4  グリーン購入の対象となる製品の基準が明確でない 

5  品揃いが十分でなく購入が面倒である 6  古紙利用紙製品の情報が少ない 

7  各部署で要求している規格に合わない 8  品質が落ちる 

9  購入方法が煩雑で難しい 10 とくに課題はない 

11 その他（具体的に:                           ） 

 

Ⅱ 家庭・事業所向け施策について 

Ⅱ－１ 家庭からの古紙回収について 

 

問7  貴自治体では、家庭が排出する新聞・雑誌・段ボール・雑がみを、どのような方法で回収していますか。次の中

から該当する番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 

 

1  住民の集団回収を支援している 

2  家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の対象品目として行政が回収している 

3  家庭ごみとして排出された古紙を、収集段階または資源化施設等で行政が選別している 

4  公共施設等を利用して、行政が拠点回収を行っている 

5  行政として、とくに何も行っていない 

6  その他（具体的に:                                              ） 
 

問8  貴自治体では、「紙パック」をどのような方法で分別回収していますか。次の中から該当する番号を選んで下さ

い。（○はいくつでも） 
 

1  住民の集団回収を支援している 

2  家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の対象品目として行政が回収している 

3  家庭ごみとして排出された紙パックを、収集段階または資源化施設等で選別回収している 

4  公共施設等を利用して、拠点回収を行っている（スーパーなどの自主回収は除く） 

5  「紙パック」の分別回収はしていない 

6  その他(具体的に:                                        ) 

問6 へ

問7 へ

問31 へ
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問9  貴自治体では、「その他紙製容器包装（紙パック、段ボールを除く･･･以下同様）」をどのような方法で分別回

収していますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 

 
1  住民の集団回収を支援している 

2  家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の単独の対象品目として行政が回収している 

3  家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の対象品目として他の紙類と混合で行政が回収している 

4  家庭ごみとして排出されたその他紙製容器包装を、収集段階または資源化施設等で選別回収している 

5  公共施設等を利用して、単独の対象品目として拠点回収を行っている（スーパーなどの自主回収は除く） 

6  公共施設等を利用して、他の紙類と混合で拠点回収を行っている（スーパーなどの自主回収は除く） 

7  「その他紙製容器包装」の分別回収はしていない 

8  その他 (具体的に:                                                                     ) 
 

 
問10 貴自治体では、「その他紙製容器包装」の再商品化等のルートはどのようになっていますか。次の中から該当す

る番号を選んで下さい（○はひとつ）。 
 

1  指定法人（財団法人日本容器包装リサイクル協会）ルートによる再商品化 

2  自治体独自のルートによる再商品化 

3  その他の資源化ルート(具体的に:                                   ) 

4  把握していない 
 
問 11 貴自治体では、将来的に古紙回収(すべての品目)はどのような方法に力を入れていく方針ですか。次の中から該

当する番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 
 

1 住民の集団回収  2 行政の分別回収  3 行政関与の拠点回収  

4 その他 (                       ) 5 わからない 
 
※ 問12～15 は、問7、問8、問9 のうち、1 問でも「1 住民の集団回収を支援している」と回答した自治体にお伺いし

ます。 

 
問12  貴自治体では、集団回収実施団体へ助成金・奨励金等を交付していますか。次の中から該当する番号を選んで

下さい。（○はひとつ） 
 

1  助成金・奨励金等を交付している 

2  今後、助成金・奨励金等は減額する方向である 

3  助成金・奨励金は廃止する予定である 

4  以前は助成金・奨励金等を交付していたが、現在は交付していない 

5  これまで助成金・奨励金等は交付したことはない 

 

問13  回収量に応じて助成金・奨励金を交付している場合、その対象となる品目はどれですか。また、今年の4 月現

在、助成金・奨励金等の金額（単価）はいくらですか。次の中から該当するものをすべて選び、金額を記入して下さ

い。（対象品目の番号に○ →金額を記入） 

 

1 新聞  （  円/kg） 2 雑誌    （  円/kg）  3 段ボール  （ 円/kg） 

4 紙パック（  円/kg） 5 その他  （品目：            円/kg） 

問13 へ

問14 へ 

問10 へ
問11 へ
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問14  貴自治体では、集団回収した古紙の引取業者へ助成金・奨励金等を交付していますか。次の中から該当する番

号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 

1  助成金・奨励金等を交付している 

2  今後、助成金・奨励金等は減額する方向である 

3  助成金・奨励金は廃止する予定である 

4  以前は助成金・奨励金等を交付していたが、現在は交付していない 

5  これまで助成金・奨励金等は交付したことはない 

 

問15  回収量に応じて引取業者に助成金・奨励金を交付している場合、その対象となる品目はどれですか。また、今

年の4 月現在、助成金・奨励金等の金額（単価）はいくらですか。次の中から該当するものをいくつでも選び、金額

を記入して下さい。（対象品目の番号に○ →金額を記入） 

 
1 新聞  （  円/kg） 2 雑誌     （   円/kg）   3 段ボール（    円/kg） 

4 紙パック（  円/kg） 5 その他   （品目：             円/kg） 

 
※ 問１6～２4 は、「行政による分別回収」および(または)「行政関与の拠点回収を行っている」自治体にお伺いします（該

当しない場合は問25 へお進みください）。 

 
問16  貴自治体の行政回収の対象となっている古紙の排出源はどこですか。次の中から該当する番号を選んで下さい。

（○はひとつ） 

 

1 家庭のみを対象としている 2 家庭と事業所を対象としている 

3 その他（具体的に:                          ) 

 

問17  貴自治体の行政回収では、収集・運搬と中間処理(選別)の実施主体はどのようになっていますか。収集・運搬と

中間処理それぞれについて、次の中から該当する番号を選んで、記入欄に○を付けてください。なお、「その他」の

場合は、「その他記入欄」に記述して下さい。（○はいくつでも） 

 

◇記入例:: 収集・運搬を一般廃棄物処理業者に委託し、選別をリサイクル協同組合に委託している場合 

3  一般廃棄物処理許可業者へ委託 ○  

4  資源回収業者（業者組合等の団体を含む）へ委託  ○ 

 

選択枝 

記入欄 

収集・運搬
中間処理

(選別)など

1  自治体(一部事務組合等を含む)の直営   

2  自治体が設立に関与した公社等（公社、第三セクター等）   

3  一般廃棄物処理許可業者へ委託   

4  資源回収業者（業者組合等の団体を含む）へ委託   

5  その他（具体的に）   

 

【その他記入欄】 

 

 

問15 へ

問16 へ 
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問18 「資源ごみ（資源物）」として行政が回収した古紙を業者(業者組合等の団体を含む)等に引き渡す際、取引形態

はどのようになっていますか。平成20 年4 月現在の状況で、次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひと

つ） 

 
1  有償で引き渡している 

2  逆有償で引き渡している 

3  古紙の種類により、有償、無償、または逆有償で引き渡している  

4  無償で引き渡している 

5  委託費（処理費）を支払っている 

6  補助金を支給している 

7  その他 (具体的に:                                 ) 

 

問19 それぞれの品目ごとの有償または逆有償の価格を記入して下さい。 
 

1 新聞 (     円/kg)  2 雑誌  (     円/kg) 3 段ボール  (     円/kg） 

4 紙パック（  円/kg） 5 その他 (品目：             円/kg） 

 

※ 記入例:  有償の場合 「１  新聞 （5 円/kg）」  逆有償の場合 「１  新聞 （－5 円/kg）」 

※ 逆有償とは、資源物を回収処理業者に引き渡す時に処理費を上乗せして支払う場合のことです。 

 
問20  行政回収された古紙の業者等への引き渡しの状態はどのようになっていますか。次の中から該当する番号を選

んで下さい。（○はひとつ） 

 

1  自治体の施設で選別加工（梱包）までを行い、引き渡している 

2  自治体の施設で選別のみを行い、業者に引き渡している 

3  回収したままの状態で、業者に引き渡している 

4  その他 (具体的に:                                          ) 

 

問21  貴自治体（貴自治体が加入する一部事務組合を含む･･･以下同様）では、行政が「資源ごみ（資源物）」として

回収した古紙を処理するために大型の古紙梱包機(約1 トンの古紙を自動梱包するベーラー)を設置していますか。次

の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1  設置している 2  以前は設置していたが、現在はない 

3  設置していない 4  設置の予定である 

5  設置の予定はない 

 
問22  貴自治体では、行政回収された古紙の引き渡し先をどのように選定していますか。次の中から該当する番号を

選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1  指名登録業者を対象とした入札制度により選定している 

2  何らかの方法で指定した個別業者を選定している 

3  何らかの方法で指定した業者団体を選定している 

4  その他(具体的に:                                        ) 
 
 

問19 へ

問20 へ

問21 へ

問22 へ
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問23 貴自治体では、行政回収された古紙の「持ち去り問題」について、防止対策を講じていますか。次の中から該当

する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1  防止対策を講じている  

2  防止対策を検討している 

3  今のところ防止対策は検討していない  

4  発生していない 

 
問24  行政回収された古紙の「持ち去り問題」について、貴自治体ではどのような防止対策をしていますか。次の選

択肢の中から該当する番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 
 

1  収集場所での注意喚起看板、ポスターなどの掲示 2  広報誌などによる広報活動 

3  パトロールなどの実施 4  業者などに対する啓発活動 

5  買取業者の取締り 6  条例による規制の制定 

7  資源ごみシール貼付などによる防止対策 8  その他(具体的に:                            ) 
 
※ 問25 は、問7、問8、問9 のうち、1 問でも「1  住民の集団回収を支援している」と回答した自治体にお伺いします。 

 
問25  貴自治体では、集団回収された古紙について、何らかの「持ち去り問題」の防止対策を講じていますか。次の

選択肢の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1  自治体が防止対策を講じている 2  実施団体の防止対策を支援している 

3  実施団体がそれぞれ防止対策を講じている 4  対策は講じていない 

5  発生していない 6  その他(具体的に:                             ) 

 

Ⅱ－2 「雑がみ」の分別収集の実施について 

 
問26  貴自治体では雑がみ(空箱・ＤＭ・葉書・メモ用紙など新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック以外の古紙。以

下同様）をどのように取り扱っていますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1 「雑がみ」という分別区分を設けていないので、通常可燃ごみとして排出されている 

2 「雑がみ」という区分で排出されている 

3 雑誌の中に含めて分別排出されている 

4 その他(具体的に:                                    ) 

 
問27  雑がみの分別回収を始められたのはどのような理由からでしょうか。次の中から該当する番号を選んで下さい。

（○はいくつでも） 
 

1 紙ごみの減量を図るため 2 資源の回収量を増やすため 

3 近隣の自治体が始めたのをきっかけとして始めた 4 古紙の引取業者の勧め 

5 (財)古紙再生促進センターの発行資料を参考にして始めた  

6 その他(具体的に:                                 ) 
 
 

問31 へ 

問27 へ 

問24 へ

問25 へ
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問28  雑がみの分別回収を進めるためにはどのような課題がありますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。

（○はいくつでも） 
 

1  どの紙が「雑がみ」に該当するのかが分かりにくく、住民に説明しにくい 

2  製紙原料以外のものが混入しやすいため、古紙としての品質が低い 

3  住民への周知徹底が難しく依然ごみとして排出されることが多い 

4  「雑がみ」として収集されたあと、雑誌等に混ざっている 

5  郵便物の宛名など個人情報の記載の取扱いについて問い合わせが多い 

6  とくに課題はない 

7  その他(具体的に:                                             ) 

 
※ 問29～30 は、問26 で「2 『雑がみ』という区分で排出されている」と回答した自治体にお伺いします。 

 
問29  雑がみの排出方法について、次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1  ひもで括って出す 2  指定袋 (紙袋)に入れて出す  

3  指定袋 (ポリ袋)に入れて出す 4  指定袋ではない紙袋に入れて出す 

5  指定袋ではないポリ袋に入れて出す 6  その他(具体的に:                                 ) 
 
問30  雑がみを業者等に引き渡す際の金銭取引状況はどのようになっていますか。次の中から該当する番号を選んで

下さい。また、有償または逆有償の価格を記入して下さい。（○はひとつ） 
 

1 有償(      円/kg)     2 無償      3 逆有償(        円/kg) 

 

Ⅱ－3 事業所からの古紙回収について 

 
問31  貴自治体では事業者に対し紙ごみの発生抑制、古紙の再資源化を図るため、焼却施設への搬入を禁止または規

制していますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1  有料で受け入れている         2  紙は一切受け入れない 

3  再資源化できる紙は受け入れていない     4  一部（機密書類など）のみを有料で受け入れている 

5  紙は料金を高くして、受け入れている   6  とくに何もしていない 

7  その他（具体例：                    ） 

 

 
問32  事業用大規模建築物の所有者や多量排出事業者に対し、ごみ減量計画等の提出を義務づけていますか。次の中

から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 
 

1  ごみ減量計画等の提出を義務づけている  

2  計画等の作成の要請はしているが、義務づけてはいない   

3  とくに何もしていない 

4  その他 (具体的に:                                  )   
 
 

問33 へ

問34 へ
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問33  ごみ減量計画等の提出義務や計画等の作成要請の対象となる事業用大規模建築物の所有者や多量排出事業者の

基準はどのようなものでしょうか。次の中から該当する番号を選んで基準となる数値を記入してください。（○はひ

とつ） 

 

1  延べ床面積 2  事業系ごみの排出量 

3  その他 (                                                      ) 

 

問34  貴自治体の行政区域内に、事業所から排出されるオフィス系の古紙（オフィスペーパーという。以下同様）を

回収・資源化する仕組み（ルート）がありますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 

 
1  事業所が中心となって回収する仕組み（オフィス町内会など）がある 

2  古紙回収業者の組合等が共同して回収する仕組みがある 

3  特定の回収業者が回収している 

4  とくにない 

5  その他(具体的に:                                      ) 

 
 
問35  貴自治体では、事業所が排出するオフィスペーパーのうちシュレッダーした紙を回収・資源化する仕組み（ル

ート）がありますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 
 

1  事業所が中心となって回収する仕組み（オフィス町内会など）がある 

2  古紙回収業者の組合等が共同して回収する仕組みがある 

3  特定の回収業者が回収サービスを提供している 

4  特にない 

5  その他(具体的に:                                        ) 

 

 
問36  貴自治体では、家庭系ごみの収集に関して、有料制を導入していますか。次の中から該当する番号を選んで下

さい。（○はひとつ） 
 

1 導入している  2 導入していない 

 

問37  有料制では、どのような方法で料金を徴収していますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はい

くつでも） 

 

1  ごみ袋を販売している      2  重量で徴収している 

3  容積で徴収している      4  その他 (具体的に:                    ) 

 

問38  有料の対象品目はどれですか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はいくつでも） 

 

1  可燃ごみ        2  不燃ごみ        3  資源ごみ  

4  粗大ごみ       5 その他 (具体的に:                     )   
 
 
 

問37 へ 問39 へ 
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※ 問39 は、問36 で「2  導入していない」と回答した自治体にお伺いします。 

 
問39  家庭ごみの有料制を導入する予定がありますか。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 
1  導入の予定がある 2  導入するかどうかを検討中である 

3  導入の予定はない 4  その他 (具体的に:                            ) 

 

Ⅱ－4 古紙回収や資源化の情報提供について 

 

問40  財団法人古紙再生促進センターでは、古紙回収や紙資源の循環を促進するため、ホームページを通じての情報

提供、小冊子やポスターの作成・配布、セミナーや展示会の開催、古紙回収団体への感謝状の交付など広報活動を行

っています。こうしたセンターの活動を通じての情報提供は、貴自治体の古紙回収や資源化の推進の参考になります

か。次の中から該当する番号を選んで下さい。（○はひとつ） 

 
1  非常に参考になる 2  参考になる   3  どちらとも言えない  

4  あまり参考にならない 5  参考にならない 

 
問41  財団法人古紙再生促進センターに対しご意見・ご要望がありましたら、以下に記述して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

設問は以上です。お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 




